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秋田県屋外広告物条例の一部を改正する条例案について

平成３０年２月２３日

都 市 計 画 課

１ 改正理由

「都市緑地法等の一部を改正する法律」（平成２９年法律第２６号）により、都市計

画法における用途地域として、新たに「田園住居地域※」が創設され、平成２９年１２月

に屋外広告物条例ガイドライン(案)においてその取扱が示されたことから、広告物の表

示等を禁止する地域を改める必要がある。

※ 田園住居地域

農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境

を保護する用途地域

２ 改正内容

広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止する地域に「田園住居地域」を加える。

３ 施行期日

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

【参考】 〔都市計画法の用途地域の改正内容〕

現行の用途地域 改正後の用途地域

〔秋田県屋外広告物条例における禁止地域のうち都市計画法に係る改正内容〕

現行の禁止地域 改正後の禁止地域

第１種低層住居専用地域
第２種低層住居専用地域

景観地区
風致地区
緑地保全地域
特別緑地保全地区
伝統的建造物群保存地区

第１種低層住居専用地域
第２種低層住居専用地域
第１種中高層住居専用地域
第２種中高層住居専用地域
第１種住居地域
第２種住居地域
準住居地域

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

第１種低層住居専用地域
第２種低層住居専用地域
第１種中高層住居専用地域
第２種中高層住居専用地域
第１種住居地域
第２種住居地域
準住居地域
田園住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

第１種低層住居専用地域
第２種低層住居専用地域
田園住居地域
景観地区
風致地区
緑地保全地域
特別緑地保全地区
伝統的建造物群保存地区
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秋 田 県 屋 外 広 告 物 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 新 旧 対 照 表

新 旧

（ 禁 止 地 域 等 ） （ 禁 止 地 域 等 ）

第 三 条 次 に 掲 げ る 地 域 又 は 場 所 に は 、 広 告 物 を 表 示 し 、 又 は 掲 出 第 三 条 次 に 掲 げ る 地 域 又 は 場 所 に は 、 広 告 物 を 表 示 し 、 又 は 掲 出

物 件 を 設 置 し て は な ら な い 。 物 件 を 設 置 し て は な ら な い 。

一 都 市 計 画 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 百 号 ） 第 二 章 の 既 定 に よ り 一 都 市 計 画 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 百 号 ） 第 二 章 の 既 定 に よ り

定 め ら れ た 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 定 め ら れ た 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域

、 田 園 住 居 地 域 、 景 観 地 区 、 風 致 地 区 、 緑 地 保 全 地 域 、 特 別 緑 、 景 観 地 区 、 風 致 地 区 、 緑 地 保 全 地 域 、 特 別 緑

地 保 全 地 区 及 び 伝 統 的 建 造 物 群 保 存 地 区 （ 知 事 が 指 定 す る 区 域 地 保 全 地 区 及 び 伝 統 的 建 造 物 群 保 存 地 区 （ 知 事 が 指 定 す る 区 域

を 除 く 。 ） を 除 く 。 ）

一 の 二 ～ 十 六 略 一 の 二 ～ 十 六 略

２ 次 に 掲 げ る 物 件 に は 、 広 告 物 を 表 示 し 、 又 は 掲 出 物 件 を 設 置 し ２ 次 に 掲 げ る 物 件 に は 、 広 告 物 を 表 示 し 、 又 は 掲 出 物 件 を 設 置 し

て は な ら な い 。 て は な ら な い 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

四 信 号 機 、 道 路 標 識 、 道 路 元 標 及 び 里 程 標 並 び に 道 路 上 の 柵 四 信 号 機 、 道 路 標 識 、 道 路 元 標 及 び 里 程 標 並 び に 道 路 上 の さ く

及 び 駒 止 め 及 び 駒 止 め

五 略 五 略

六 消 火 栓 、 火 災 報 知 機 及 び 火 の 見 や ぐ ら 六 消 火 栓 、 火 災 報 知 機 及 び 火 の 見 や ぐ ら

せ ん

七 ～ 十 二 略 七 ～ 十 二 略

３ 電 柱 、 街 灯 柱 そ の 他 電 柱 の 類 （ 前 項 第 五 号 に 掲 げ る も の を 除 く ３ 電 柱 、 街 灯 柱 そ の 他 電 柱 の 類 （ 前 項 第 五 号 に 掲 げ る も の を 除 く

。 ） に は 、 貼 紙 、 貼 札 （ こ れ に 類 す る 広 告 物 を 含 む 。 以 下 同 。 ） に は 、 は り 紙 、 は り 札 （ こ れ に 類 す る 広 告 物 を 含 む 。 以 下 同

じ 。 ） 、 広 告 旗 （ こ れ を 支 え る 台 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 立 看 じ 。 ） 、 広 告 旗 （ こ れ を 支 え る 台 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 立 看

板 （ こ れ に 類 す る 広 告 物 又 は 掲 出 物 件 （ こ れ ら を 支 え る 台 を 含 む 板 （ こ れ に 類 す る 広 告 物 又 は 掲 出 物 件 （ こ れ ら を 支 え る 台 を 含 む

。 ） を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を 表 示 し 、 又 は 設 置 し て は な ら な い 。 。 ） を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を 表 示 し 、 又 は 設 置 し て は な ら な い 。

４ 略 ４ 略

-
2
-



秋田県砂利採取業者登録等手数料徴収条例

の一部を改正する条例案について

平成３０年２月２３日

河 川 砂 防 課

１ 改正理由

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令（平成３０年政令第

１０号）の施行に鑑み、砂利採取場の区域が河川区域等の区域外にある場合における砂

利の採取計画の認可の申請等に係る手数料について、その額を引き下げる必要がある。

２ 改正内容

河川区域等の区域外における砂利の採取計画の認可の申請に係る手数料の額を３３，

９００円（現行３７，７００円）に、同計画の変更認可の申請（河川管理者に対して行

うものを除く。）に係る手数料の額を１５，０００円（現行１７，０００円）に、それ

ぞれ引き下げることとする。（第２条関係）

なお、河川区域等の区域内における砂利の採取計画の認可の申請等については、秋田

県標準事務関係手数料徴収条例に規定されており、総務部にて同様の条例案を提案して

いる。

採 取 場 所 の 区 分 河川区域等の区域内（総務部所管） 河川区域等の区域外（建設部所管）

地方自治法上の位置付け 標準事務※に該当する 標準事務に該当しない

手 数 料 の 根 拠 規 定 標準事務関係手数料徴収条例 砂利採取業者登録等手数料徴収条例

手 数 料 額 認可 １件につき37,700円 認可 １件につき37,700円

（ 現 行 ） 変更認可 １件につき17,000円 変更認可 １件につき17,000円

※ 手数料額について、全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして、政令で指定された事務。

手 数 料 額 認可 １件につき33,900円 認可 １件につき33,900円

（ 改 正 案 ） 変更認可 １件につき15,000円 変更認可 １件につき15,000円

３ 施行期日

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

【砂利の採取計画の認可】

砂利採取法の規定により、砂利採取業者は採取場ごとに採取計画を定め、当該採取

場の所在地を管轄する都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。

県（河川管理者としての県を含む）は、当該認可申請時に申請業者から手数料を徴収している。

改 正

-3-



秋 田 県 砂 利 採 取 業 者 登 録 等 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 新 旧 対 照 表

新 旧

（ 手 数 料 の 額 ） （ 手 数 料 の 額 ）

第 二 条 手 数 料 の 額 は 、 次 の と お り と す る 。 第 二 条 手 数 料 の 額 は 、 次 の と お り と す る 。

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

四 法 第 十 六 条 の 規 定 に よ る 砂 利 採 取 計 画 の 認 可 の 申 請 （ 河 川 管 四 法 第 十 六 条 の 規 定 に よ る 砂 利 採 取 計 画 の 認 可 の 申 請 （ 河 川 管

理 者 に 対 し て 行 う も の を 除 く 。 ） 理 者 に 対 し て 行 う も の を 除 く 。 ）

一 件 に つ き 三 万 三 千 九 百 円 一 件 に つ き 三 万 七 千 七 百 円

五 法 第 二 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 砂 利 採 取 計 画 の 変 更 認 可 の 申 五 法 第 二 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 砂 利 採 取 計 画 の 変 更 認 可 の 申

請 （ 河 川 管 理 者 に 対 し て 行 う も の を 除 く 。 ） 請 （ 河 川 管 理 者 に 対 し て 行 う も の を 除 く 。 ）

一 件 に つ き 一 万 五 千 円 一 件 に つ き 一 万 七 千 円
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秋田県営住宅条例の一部を改正する条例案について

平成３０年２月２３日

建 築 住 宅 課

１ 改正理由

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律」(平成２９年法律第２５号)による「公営住宅法」(昭和２６年法律第１９３号)

の一部改正により、一定の普通県営住宅の入居者について、収入の申告を要しないで家

賃を決定できるよう所定の規定を整備する必要がある。

２ 改正内容

認知症、知的障害者、精神障害者等である普通県営住宅の入居者が収入の申告をする

こと及び収入状況の報告に応じることが困難な事情にある場合は、当該入居者の雇主等

に報告を求める方法又は官公署に必要な書類を閲覧等させることを求める方法により把

握した収入に基づき、家賃を決定することができることとする。

（第２１条の２関係）

３ 施行期日

平成３０年４月１日から施行する。

【参考】 家賃決定の流れ

※１ 応能応益家賃：世帯の収入と住宅の規模や立地等に応じた家賃

※２ 近傍同種家賃：近傍同種の民間賃貸住宅と同等の家賃

現行

改正（特例追加）

収入申告書

提出

申告をもとに

収入を認定

応能応益家賃

（※１）

収入申告書

未提出
－

近傍同種家賃

（※２）

認知症等で

収入申告書の

提出が困難

職権で

収入を把握

応能応益家賃

（※１）

前年度７月

（収入申告）
（認定作業）

１月下旬～３月

（家賃通知～決定）
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秋 田 県 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 新 旧 対 照 表

新 旧

目 次 目 次

略 略

第 三 章 家 賃 及 び 敷 金 第 三 章 家 賃 及 び 敷 金

第 一 節 普 通 県 営 住 宅 の 家 賃 （ 第 二 十 条 ― 第 二 十 一 条 の 二 ） 第 一 節 普 通 県 営 住 宅 の 家 賃 （ 第 二 十 条 ・ 第 二 十 一 条 ）

第 二 節 ～ 第 五 節 略 第 二 節 ～ 第 五 節 略

略 略

（ 家 賃 の 決 定 ） （ 家 賃 の 決 定 ）

第 二 十 条 普 通 県 営 住 宅 の 毎 月 の 家 賃 は 、 毎 年 度 、 次 条 第 二 項 の 規 第 二 十 条 普 通 県 営 住 宅 の 毎 月 の 家 賃 は 、 毎 年 度 、 次 条 第 二 項 の 規

定 に よ り 認 定 さ れ た 収 入 （ 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 更 正 さ れ た 場 定 に よ り 認 定 さ れ た 収 入 （ 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 更 正 さ れ た 場

合 は 、 そ の 更 正 後 の 収 入 。 第 三 十 四 条 及 び 第 三 十 八 条 に お い て 同 合 は 、 そ の 更 正 後 の 収 入 。 第 三 十 四 条 及 び 第 三 十 八 条 に お い て 同

じ 。 ） に 基 づ き 、 令 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 算 定 方 法 に よ り 算 出 じ 。 ） に 基 づ き 、 令 第 二 条 一 項 に 規 定 す る 算 定 方 法 に よ り 算 出

し た 額 と す る 。 た だ し 、 入 居 者 か ら の 次 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 し た 額 と す る 。 た だ し 、 入 居 者 か ら の 次 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申

告 が な い 場 合 に お い て 、 第 四 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 請 告 が な い 場 合 に お い て 、 第 四 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 請 求 を

求 を 行 っ た に も か か わ ら ず 、 普 通 県 営 住 宅 の 入 居 者 が そ の 請 求 に 行 っ た に も か か わ ら ず 、 普 通 県 営 住 宅 の 入 居 者 が そ の 請 求 に

応 じ な い と き は 、 当 該 普 通 県 営 住 宅 の 家 賃 は 、 近 傍 同 種 の 住 宅 の 応 じ な い と き は 、 当 該 普 通 県 営 住 宅 の 家 賃 は 、 近 傍 同 種 の 住 宅 の

家 賃 の 額 と す る 。 家 賃 の 額 と す る 。

２ ・ ３ 略 ２ ・ ３ 略

（ 入 居 者 の 収 入 の 申 告 ） （ 入 居 者 の 収 入 の 申 告 ）

第 二 十 一 条 普 通 県 営 住 宅 の 入 居 者 は 、 毎 年 七 月 末 日 ま で に 、 知 事 第 二 十 一 条 普 通 県 営 住 宅 の 入 居 者 は 、 毎 年 七 月 末 日 ま で に 、 知 事

に 対 し 、 公 営 住 宅 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 六 年 建 設 省 令 第 十 九 号 。 に 対 し 、 公 営 住 宅 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 六 年 建 設 省 令 第 十 九 号 。

以 下 「 省 令 」 と い う 。 ） 第 七 条 に 規 定 す る 方 法 に よ り 法 第 十 六 条 ） 第 七 条 に 規 定 す る 方 法 に よ り 法 第 十 六 条

第 一 項 に 規 定 す る 収 入 の 申 告 （ 以 下 「 申 告 」 と い う 。 ） 第 一 項 に 規 定 す る 収 入 の 申 告 （ 次 項 に お い て 「 申 告 」 と い う 。 ）

を し な け れ ば な ら な い 。 を し な け れ ば な ら な い 。

２ ・ ３ 略 ２ ・ ３ 略
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（ 家 賃 の 決 定 の 特 例 ）

第 二 十 一 条 の 二 知 事 は 、 普 通 県 営 住 宅 の 入 居 者 （ 省 令 第 八 条 各 号

に 掲 げ る 者 に 該 当 す る 者 に 限 る 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） が 申 告 を

す る こ と 及 び 第 四 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 の 請 求 に 応 じ る

こ と が 困 難 な 事 情 に あ る と 認 め る と き は 、 第 二 十 条 第 一 項 及 び 前

条 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 入 居 者 の 普 通 県 営 住 宅 の 毎 月

の 家 賃 を 、 毎 年 度 、 省 令 第 九 条 に 規 定 す る 方 法 に よ り 把 握 し た 当

該 入 居 者 の 収 入 に 基 づ き 、 令 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 算 定 方 法 に

よ り 算 出 し た 額 と す る こ と が で き る 。

２ 前 条 第 二 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お け る 入 居

者 の 収 入 に つ い て 準 用 す る 。

（ 普 通 県 営 住 宅 の 収 入 超 過 者 及 び 高 額 所 得 者 の 認 定 ） （ 普 通 県 営 住 宅 の 収 入 超 過 者 及 び 高 額 所 得 者 の 認 定 ）

第 三 十 四 条 知 事 は 、 普 通 県 営 住 宅 の 入 居 者 が 当 該 普 通 県 営 住 宅 に 第 三 十 四 条 知 事 は 、 普 通 県 営 住 宅 の 入 居 者 が 当 該 普 通 県 営 住 宅 に

引 き 続 き 三 年 以 上 入 居 し て い る 場 合 に お い て 、 当 該 入 居 者 の 第 二 引 き 続 き 三 年 以 上 入 居 し て い る 場 合 に お い て 、 当 該 入 居 者 の 第 二

十 一 条 第 二 項 （ 第 二 十 一 条 の 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 十 一 条 第 二 項

む 。 以 下 同 じ 。 ） の 規 定 に よ り 認 定 さ れ た 収 入 が 第 七 条 第 二 号 に の 規 定 に よ り 認 定 さ れ た 収 入 が 第 七 条 第 二 号 に

定 め る 金 額 を 超 え る と き は 、 当 該 入 居 者 （ 次 項 の 規 定 に よ る 認 定 定 め る 金 額 を 超 え る と き は 、 当 該 入 居 者 （ 次 項 の 規 定 に よ る 認 定

を 受 け る 者 を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） を 収 入 超 過 者 と を 受 け る 者 を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） を 収 入 超 過 者 と

し て 認 定 し 、 そ の 旨 を 当 該 入 居 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 し て 認 定 し 、 そ の 旨 を 当 該 入 居 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

２ 略 ２ 略

（ 普 通 県 営 住 宅 収 入 超 過 者 の 家 賃 ） （ 普 通 県 営 住 宅 収 入 超 過 者 の 家 賃 ）

第 三 十 八 条 普 通 県 営 住 宅 収 入 超 過 者 の 当 該 普 通 県 営 住 宅 の 毎 月 の 第 三 十 八 条 普 通 県 営 住 宅 収 入 超 過 者 の 当 該 普 通 県 営 住 宅 の 毎 月 の

家 賃 は 、 第 二 十 条 第 一 項 及 び 第 二 十 一 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に か か 家 賃 は 、 第 二 十 条 第 一 項 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 毎 年 度 、 第 二 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 認 定 さ れ た 収 入 わ ら ず 、 毎 年 度 、 第 二 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 認 定 さ れ た 収 入

に 基 づ き 、 令 第 八 条 第 二 項 （ 同 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を に 基 づ き 、 令 第 八 条 第 二 項

含 む 。 ） に 規 定 す る 算 定 方 法 に よ り 算 出 し た 額 と す る 。 に 規 定 す る 算 定 方 法 に よ り 算 出 し た 額 と す る 。

（ 高 額 所 得 者 の 家 賃 等 ） （ 高 額 所 得 者 の 家 賃 等 ）

第 四 十 一 条 高 額 所 得 者 が 当 該 普 通 県 営 住 宅 に 引 き 続 き 入 居 し て い 第 四 十 一 条 高 額 所 得 者 が 当 該 普 通 県 営 住 宅 に 引 き 続 き 入 居 し て い
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る と き は 、 当 該 普 通 県 営 住 宅 の 毎 月 の 家 賃 は 、 第 二 十 条 第 一 項 及 る と き は 、 当 該 普 通 県 営 住 宅 の 毎 月 の 家 賃 は 、 第 二 十 条 第 一 項

び 第 二 十 一 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 二 十 条 第 三 項 の の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 条 第 三 項 の

規 定 に よ る 近 傍 同 種 の 住 宅 の 家 賃 の 額 （ 以 下 「 近 傍 同 種 の 住 宅 の 規 定 に よ る 近 傍 同 種 の 住 宅 の 家 賃 の 額 （ 以 下 「 近 傍 同 種 の 住 宅 の

家 賃 の 額 」 と い う 。 ） と す る 。 家 賃 の 額 」 と い う 。 ） と す る 。

２ ～ ４ 略 ２ ～ ４ 略

（ 普 通 県 営 住 宅 建 替 事 業 等 に 係 る 家 賃 の 特 例 ） （ 普 通 県 営 住 宅 建 替 事 業 等 に 係 る 家 賃 の 特 例 ）

第 四 十 四 条 知 事 は 、 前 条 第 一 項 の 申 出 を し た 者 を 新 た に 整 備 さ れ 第 四 十 四 条 知 事 は 、 前 条 第 一 項 の 申 出 を し た 者 を 新 た に 整 備 さ れ

た 普 通 県 営 住 宅 に 入 居 さ せ る 場 合 及 び 法 第 四 十 四 条 第 三 項 の 規 定 た 普 通 県 営 住 宅 に 入 居 さ せ る 場 合 及 び 法 第 四 十 四 条 第 三 項 の 規 定

に よ る 普 通 県 営 住 宅 の 用 途 の 廃 止 に よ る 普 通 県 営 住 宅 の 除 却 に 伴 に よ る 普 通 県 営 住 宅 の 用 途 の 廃 止 に よ る 普 通 県 営 住 宅 の 除 却 に 伴

い 当 該 普 通 県 営 住 宅 の 入 居 者 を 他 の 普 通 県 営 住 宅 に 入 居 さ せ る 場 い 当 該 普 通 県 営 住 宅 の 入 居 者 を 他 の 普 通 県 営 住 宅 に 入 居 さ せ る 場

合 に お い て 、 新 た に 入 居 す る 普 通 県 営 住 宅 の 家 賃 が 従 前 の 普 通 県 合 に お い て 、 新 た に 入 居 す る 普 通 県 営 住 宅 の 家 賃 が 従 前 の 普 通 県

営 住 宅 の 最 終 の 家 賃 を 超 え る こ と と な っ た と き は 、 第 二 十 条 第 一 営 住 宅 の 最 終 の 家 賃 を 超 え る こ と と な っ た と き は 、 第 二 十 条 第 一

項 、 第 二 十 一 条 の 二 第 一 項 、 第 三 十 八 条 又 は 第 四 十 一 条 第 一 項 の 項 、 第 三 十 八 条 又 は 第 四 十 一 条 第 一 項 の

規 定 に か か わ ら ず 、 令 第 十 二 条 の 規 定 に 基 づ き 当 該 入 居 者 の 家 賃 規 定 に か か わ ら ず 、 令 第 十 二 条 の 規 定 に 基 づ き 当 該 入 居 者 の 家 賃

を 減 額 す る も の と す る 。 を 減 額 す る も の と す る 。

（ 収 入 状 況 の 報 告 の 請 求 等 ） （ 収 入 状 況 の 報 告 の 請 求 等 ）

第 四 十 六 条 知 事 は 、 普 通 県 営 住 宅 に つ い て 第 二 十 条 第 一 項 、 第 二 第 四 十 六 条 知 事 は 、 普 通 県 営 住 宅 に つ い て 第 二 十 条 第 一 項

十 一 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 三 十 八 条 の 規 定 に よ る 家 賃 の 決 定 、 若 し く は 第 三 十 八 条 の 規 定 に よ る 家 賃 の 決 定 、

第 二 十 九 条 （ 第 三 十 条 第 四 項 又 は 第 四 十 一 条 第 四 項 に お い て 準 用 第 二 十 九 条 （ 第 三 十 条 第 四 項 又 は 第 四 十 一 条 第 四 項 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 家 賃 、 敷 金 若 し く は 金 銭 の 減 免 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 家 賃 、 敷 金 若 し く は 金 銭 の 減 免

若 し く は 徴 収 の 猶 予 又 は 第 四 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 明 渡 し の 請 若 し く は 徴 収 の 猶 予 又 は 第 四 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 明 渡 し の 請

求 に 関 し 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 入 居 者 の 収 入 の 状 況 に つ い 求 に 関 し 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 入 居 者 の 収 入 の 状 況 に つ い

て 、 当 該 入 居 者 若 し く は そ の 雇 主 、 そ の 取 引 先 そ の 他 の 関 係 人 に て 、 当 該 入 居 者 若 し く は そ の 雇 主 、 そ の 取 引 先 そ の 他 の 関 係 人 に

報 告 を 求 め 、 又 は 官 公 署 に 必 要 な 書 類 を 閲 覧 さ せ 、 若 し く は そ の 報 告 を 求 め 、 又 は 官 公 署 に 必 要 な 書 類 を 閲 覧 さ せ 、 若 し く は そ の

内 容 を 記 録 さ せ る こ と を 求 め る こ と が で き る 。 内 容 を 記 録 さ せ る こ と を 求 め る こ と が で き る 。

２ 略 ２ 略
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建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例及び

秋田県建築基準条例の一部を改正する条例案について

平成３０年２月２３日

建 築 住 宅 課

１ 改正理由

「都市緑地法等の一部を改正する法律」（平成２９年法律第２６号）により、都市計画

法における用途地域として、新たに「田園住居地域」が創設されたことから、所要の規

定の整備を行う必要がある。

２ 改正内容

（１）「建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例」の一部を改正

建築物の設計又は工事監理の制限に関する特例を適用する区域に「田園住居地域」

を加えることとする。（第２号関係）

（２）「秋田県建築基準条例」の一部を改正

日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として条例で指定する区

域に「田園住居地域」を加えることとする。（第１３条関係）

３ 施行期日

平成３０年４月１日から施行する。

【参考】

現行の用途地域 改正後の用途地域

第１種低層住居専用地域
第２種低層住居専用地域
第１種中高層住居専用地域
第２種中高層住居専用地域
第１種住居地域
第２種住居地域
準住居地域

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

第１種低層住居専用地域
第２種低層住居専用地域
第１種中高層住居専用地域
第２種中高層住居専用地域
第１種住居地域
第２種住居地域
準住居地域
田園住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
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建 築 物 の 設 計 又 は 工 事 監 理 の 制 限 に 関 す る 条 例 及 び 秋 田 県 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 新 旧 対 照 表

建 築 物 の 設 計 又 は 工 事 監 理 の 制 限 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 （ 第 一 条 に よ る 改 正 ）

新 旧

建 築 士 法 第 三 条 の 二 第 三 項 （ 同 法 第 三 条 の 三 第 二 項 に お い て 準 用 建 築 士 法 第 三 条 の 二 第 三 項 （ 同 法 第 三 条 の 三 第 二 項 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 同 法 第 三 条 の 二 第 一 項 第 二 号 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 同 法 第 三 条 の 二 第 一 項 第 二 号

及 び 第 三 条 の 三 第 一 項 の 延 べ 面 積 の 特 例 を 次 の と お り 定 め る 及 び 第 三 条 の 三 第 一 項 の 延 べ 面 積 の 特 例 を 次 の 各 号 の と お り 定 め る

。 。

一 略 一 略

二 建 築 基 準 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 一 号 ） 第 二 条 第 二 十 一 二 建 築 基 準 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 一 号 ） 第 二 条 第 二 十 一

号 の 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 一 号 の 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 一

種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 第 一 種 住 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 第 一 種 住

居 地 域 、 第 二 種 住 居 地 域 、 準 住 居 地 域 、 田 園 住 居 地 域 、 近 隣 商 居 地 域 、 第 二 種 住 居 地 域 、 準 住 居 地 域 、 近 隣 商

業 地 域 、 商 業 地 域 、 準 工 業 地 域 、 工 業 地 域 、 工 業 専 用 地 域 、 防 業 地 域 、 商 業 地 域 、 準 工 業 地 域 、 工 業 地 域 、 工 業 専 用 地 域 、 防

火 地 域 又 は 準 防 火 地 域 内 に お い て は 、 延 べ 面 積 が 五 十 平 方 メ ー 火 地 域 又 は 準 防 火 地 域 内 に お い て は 、 延 べ 面 積 が 五 十 平 方 メ ー

ト ル を 超 え る も の ト ル を 超 え る も の
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秋 田 県 建 築 基 準 条 例 の 一 部 改 正 （ 第 二 条 に よ る 改 正 ）

新 旧

（ 日 影 に よ る 中 高 層 の 建 築 物 の 高 さ の 制 限 ） （ 日 影 に よ る 中 高 層 の 建 築 物 の 高 さ の 制 限 ）

第 十 三 条 法 第 五 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 日 影 に よ る 中 高 層 第 十 三 条 法 第 五 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 日 影 に よ る 中 高 層

の 建 築 物 の 高 さ の 制 限 に 係 る 対 象 区 域 と し て 条 例 で 指 定 す る 区 域 の 建 築 物 の 高 さ の 制 限 に 係 る 対 象 区 域 と し て 条 例 で 指 定 す る 区 域

は 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 地 域 又 は 区 域 の う ち 都 市 計 画 に お い て 又 は 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 地 域 又 は 区 域 の う ち 都 市 計 画 に お い て 又

は 特 定 行 政 庁 に よ つ て 容 積 率 （ 建 築 物 の 延 べ 面 積 の 敷 地 面 積 に 対 は 特 定 行 政 庁 に よ つ て 容 積 率 （ 建 築 物 の 延 べ 面 積 の 敷 地 面 積 に 対

す る 割 合 を い う 。 ） が 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 割 合 に 定 め ら れ て い る す る 割 合 を い う 。 ） が 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 割 合 に 定 め ら れ て い る

区 域 と し 、 同 項 の 規 定 に よ り 法 別 表 第 四 の 二 の 項 及 び 三 の 項 に 掲 区 域 と し 、 同 項 の 規 定 に よ り 法 別 表 第 四 の 二 の 項 及 び 三 の 項 に 掲

げ る 平 均 地 盤 面 か ら の 高 さ の う ち か ら 条 例 で 指 定 す る も の は 四 メ げ る 平 均 地 盤 面 か ら の 高 さ の う ち か ら 条 例 で 指 定 す る も の は 四 メ

ー ト ル と し 、 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 同 表 の 四 の 項 イ 又 は ロ の う ー ト ル と し 、 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 同 表 の 四 の 項 イ 又 は ロ の う

ち か ら 条 例 で 指 定 す る も の は 同 項 イ （ 次 の 表 に お い て 単 に 「 イ 」 ち か ら 条 例 で 指 定 す る も の は 同 項 イ （ 次 の 表 に お い て 単 に 「 イ 」

と い う 。 ） 及 び ロ （ 次 の 表 に お い て 単 に 「 ロ 」 と い う 。 ） と し 、 と い う 。 ） 及 び ロ （ 次 の 表 に お い て 単 に 「 ロ 」 と い う 。 ） と し 、

同 条 第 一 項 の 規 定 に よ り そ れ ぞ れ の 区 域 に お い て 生 じ さ せ て は な 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ り そ れ ぞ れ の 区 域 に お い て 生 じ さ せ て は な

ら な い 日 影 時 間 と し て 法 別 表 第 四(に)欄 の 各 号 の う ち か ら 条 例 で ら な い 日 影 時 間 と し て 法 別 表 第 四(に)欄 の 各 号 の う ち か ら 条 例 で

指 定 す る 号 は 次 の 表 の 中 欄 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 号 と 指 定 す る 号 は 次 の 表 の 中 欄 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 号 と

す る 。 す る 。

上 欄 中 欄 下 欄 上 欄 中 欄 下 欄

第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 低 層 略 略 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 又 は 第 二 種 低 略 略

住 居 専 用 地 域 又 は 田 園 住 居 地 域 層 住 居 専 用 地 域

略 略 略 略

略 略 略 略

略 略 略 略 略 略

-
1
1
-
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秋田県建築基準法関係手数料徴収条例の

一部を改正する条例案について

平成３０年２月２３日

建 築 住 宅 課

１ 改正理由

「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」(平成２８年法律第５６号)の施行により

建築基準法第１２条第８項に規定する台帳の記載事項を証する書面の交付を受けようと

する者等から手数料を徴収するとともに、「都市緑地法等の一部を改正する法律」(平成

２９年法律第２６号)による建築基準法の一部改正により同法第４８条第８項ただし書

の規定による「田園住居地域」内における建築の許可を受けようとする者等から手数料

を徴収する必要がある。

２ 改正内容

（１）建築基準法第１２条第８項に規定する建築物台帳の記載事項（建築確認年月日・番

号、建築場所等）を証する書面の交付を受けようとする者から、申請１件につき４００円

の手数料を徴収することとする。（別表関係）

（２）「田園住居地域」内に建築を制限される建築物を建築しようとする者から、申請１件

につき１８万円の手数料を徴収することとする。（別表関係）

（３）その他、「秋田県長期優良住宅建築等計画認定等手数料徴収条例」(平成２１年秋田

県条例第３４号)､「秋田県低炭素建築物新築等計画認定等手数料徴収条例」(平成２４

年秋田県条例第８９号)及び「秋田県建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料

徴収条例」(平成２８年秋田県条例第３５号)」において引用している当該条例の条項

を改めることとする。

３ 施行期日

平成３０年４月１日から施行する。

-13-



秋 田 県 建 築 基 準 法 関 係 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 新 旧 対 照 表

新 旧

別 表 （ 第 二 条 関 係 ） 別 表 （ 第 二 条 関 係 ）

区 分 手 数 料 の 額 区 分 手 数 料 の 額

一 ～ 四 略 一 ～ 四 略

五 法 第 十 二 条 第 八 項 （ 法 第 四 百 円

八 十 八 条 第 一 項 か ら 第 三 項

ま で に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） に 規 定 す る 台 帳

の 記 載 事 項 を 証 す る 書 面 の

交 付 の 申 請

六 ～ 十 略 五 ～ 九 略

十 一 法 第 四 十 八 条 第 一 項 た 十 八 万 円 十 法 第 四 十 八 条 第 一 項 た 十 八 万 円

だ し 書 、 第 二 項 た だ し 書 、 だ し 書 、 第 二 項 た だ し 書 、

第 三 項 た だ し 書 、 第 四 項 た 第 三 項 た だ し 書 、 第 四 項 た

だ し 書 、 第 五 項 た だ し 書 、 だ し 書 、 第 五 項 た だ し 書 、

第 六 項 た だ し 書 、 第 七 項 た 第 六 項 た だ し 書 、 第 七 項 た

だ し 書 、 第 八 項 た だ し 書 、 だ し 書 、 第 八 項 た だ し 書 、

第 九 項 た だ し 書 、 第 十 項 た 第 九 項 た だ し 書 、 第 十 項 た

だ し 書 、 第 十 一 項 た だ し 書 だ し 書 、 第 十 一 項 た だ し 書

、 第 十 二 項 た だ し 書 、 第 十 、 第 十 二 項 た だ し 書 又 は 第

三 項 た だ し 書 又 は 第 十 四 項 十 三 項 た だ し 書

た だ し 書 （ こ れ ら の 規 定 を （ こ れ ら の 規 定

法 第 八 十 七 条 第 二 項 若 し く を 法 第 八 十 七 条 第 二 項 若 し

は 第 三 項 又 は 第 八 十 八 条 第 く は 第 三 項 又 は 第 八 十 八 条

二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場

を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 用 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る

途 地 域 等 に お け る 建 築 等 の 用 途 地 域 等 に お け る 建 築 等

許 可 の 申 請 の 許 可 の 申 請

十 二 ～ 五 十 五 略 十 一 ～ 五 十 四 略

備 考 備 考

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

-
1
4
-



三 こ の 表 一 の 項 に 掲 げ る 申 請 又 は 通 知 に お い て 、 当 該 申 請 又 三 こ の 表 一 の 項 に 掲 げ る 申 請 又 は 通 知 に お い て 、 当 該 申 請 又

は 通 知 に 係 る 計 画 に 昇 降 機 に 係 る 部 分 が 含 ま れ る 場 合 の 手 数 は 通 知 に 係 る 計 画 に 昇 降 機 に 係 る 部 分 が 含 ま れ る 場 合 の 手 数

料 の 額 は 、 同 項 に 定 め る 額 に 同 表 四 十 九 の 項 に 定 め る 額 を 加 料 の 額 は 、 同 項 に 定 め る 額 に 同 表 四 十 八 の 項 に 定 め る 額 を 加

算 し た 額 と す る 。 算 し た 額 と す る 。

四 略 四 略

五 こ の 表 二 の 項 に 掲 げ る 申 請 又 は 通 知 に お い て 、 当 該 申 請 又 五 こ の 表 二 の 項 に 掲 げ る 申 請 又 は 通 知 に お い て 、 当 該 申 請 又

は 通 知 に 係 る 計 画 に 昇 降 機 に 係 る 部 分 が 含 ま れ る 場 合 の 手 数 は 通 知 に 係 る 計 画 に 昇 降 機 に 係 る 部 分 が 含 ま れ る 場 合 の 手 数

料 の 額 は 、 同 項 に 定 め る 額 に 同 表 五 十 の 項 に 定 め る 額 を 加 料 の 額 は 、 同 項 に 定 め る 額 に 同 表 四 十 九 の 項 に 定 め る 額 を 加

算 し た 額 と す る 。 算 し た 額 と す る 。

六 略 六 略

七 こ の 表 四 十 八 の 項 の 床 面 積 の 合 計 は 、 当 該 二 以 上 の 工 事 に 七 こ の 表 四 十 七 の 項 の 床 面 積 の 合 計 は 、 当 該 二 以 上 の 工 事 に

つ い て 、 次 の イ か ら ニ ま で に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 つ い て 、 次 の イ か ら ニ ま で に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

イ か ら ニ ま で に 定 め る 床 面 積 に つ い て 算 定 す る 。 イ か ら ニ ま で に 定 め る 床 面 積 に つ い て 算 定 す る 。

イ ～ 二 略 イ ～ 二 略

秋 田 県 長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 認 定 等 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 改 正 （ 附 則 第 二 項 第 一 号 に よ る 改 正 ）

新 旧

別 表 （ 第 二 条 関 係 ） 別 表 （ 第 二 条 関 係 ）

（ 表 略 ） （ 表 略 ）

備 考 備 考

一 ～ 三 略 一 ～ 三 略

四 確 認 の 申 出 に 係 る 建 築 物 に 昇 降 機 に 係 る 部 分 が 含 ま れ る 四 確 認 の 申 出 に 係 る 建 築 物 に 昇 降 機 に 係 る 部 分 が 含 ま れ る

場 合 の 手 数 料 の 額 は 、 備 考 三 の 加 算 し た 額 に 当 該 昇 降 機 を 場 合 の 手 数 料 の 額 は 、 備 考 三 の 加 算 し た 額 に 当 該 昇 降 機 を

建 築 基 準 法 第 八 十 七 条 の 二 に お い て 準 用 す る 同 法 第 六 条 第 建 築 基 準 法 第 八 十 七 条 の 二 に お い て 準 用 す る 同 法 第 六 条 第

一 項 の 規 定 に よ る 申 請 に 係 る 建 築 物 に 設 け る 昇 降 機 と み な 一 項 の 規 定 に よ る 申 請 に 係 る 建 築 物 に 設 け る 昇 降 機 と み な

し て 秋 田 県 建 築 基 準 法 関 係 手 数 料 徴 収 条 例 別 表 四 十 九 の 項 し て 秋 田 県 建 築 基 準 法 関 係 手 数 料 徴 収 条 例 別 表 四 十 八 の 項

に 定 め る 額 を 加 算 し た 額 と す る 。 に 定 め る 額 を 加 算 し た 額 と す る 。

五 略 五 略

-
1
5
-



秋 田 県 低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 認 定 等 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 改 正 （ 附 則 第 二 項 第 二 号 に よ る 改 正 ）

新 旧

（ 手 数 料 の 徴 収 ） （ 手 数 料 の 徴 収 ）

第 一 条 略 第 一 条 略

２ 略 ２ 略

３ 確 認 の 申 出 に 係 る 建 築 物 に 昇 降 機 に 係 る 部 分 が 含 ま れ る 場 合 で ３ 確 認 の 申 出 に 係 る 建 築 物 に 昇 降 機 に 係 る 部 分 が 含 ま れ る 場 合 で

あ っ て 当 該 建 築 物 が 建 築 基 準 法 第 六 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま あ っ て 当 該 建 築 物 が 建 築 基 準 法 第 六 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま

で に 掲 げ る 建 築 物 で あ る と き の 手 数 料 の 額 は 、 前 二 項 の 規 定 に か で に 掲 げ る 建 築 物 で あ る と き の 手 数 料 の 額 は 、 前 二 項 の 規 定 に か

か わ ら ず 、 こ れ ら の 規 定 に よ り 算 定 し た 額 に 当 該 昇 降 機 を 同 法 第 か わ ら ず 、 こ れ ら の 規 定 に よ り 算 定 し た 額 に 当 該 昇 降 機 を 同 法 第

八 十 七 条 の 二 に お い て 準 用 す る 同 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 八 十 七 条 の 二 に お い て 準 用 す る 同 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申

請 に 係 る 建 築 物 に 設 け る 昇 降 機 と み な し て 秋 田 県 建 築 基 準 法 関 係 請 に 係 る 建 築 物 に 設 け る 昇 降 機 と み な し て 秋 田 県 建 築 基 準 法 関 係

手 数 料 徴 収 条 例 別 表 四 十 九 の 項 の 規 定 を 適 用 し た 場 合 に 得 ら れ る 手 数 料 徴 収 条 例 別 表 四 十 八 の 項 の 規 定 を 適 用 し た 場 合 に 得 ら れ る

額 を 加 算 し た 額 と す る 。 額 を 加 算 し た 額 と す る 。

秋 田 県 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 適 合 性 判 定 等 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 改 正 （ 附 則 第 二 項 第 三 号 に よ る 改 正 ）

新 旧

（ 手 数 料 の 額 ） （ 手 数 料 の 額 ）

第 二 条 略 第 二 条 略

２ ～ ４ 略 ２ ～ ４ 略

５ 確 認 の 申 出 に 係 る 建 築 物 に 昇 降 機 に 係 る 部 分 が 含 ま れ る 場 合 の ５ 確 認 の 申 出 に 係 る 建 築 物 に 昇 降 機 に 係 る 部 分 が 含 ま れ る 場 合 の

手 数 料 の 額 は 、 前 項 の 加 算 し た 額 に 当 該 昇 降 機 を 建 築 基 準 法 第 八 手 数 料 の 額 は 、 前 項 の 加 算 し た 額 に 当 該 昇 降 機 を 建 築 基 準 法 第 八

十 七 条 の 二 に お い て 準 用 す る 同 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請 十 七 条 の 二 に お い て 準 用 す る 同 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請

に 係 る 建 築 物 に 設 け る 昇 降 機 と み な し て 秋 田 県 建 築 基 準 法 関 係 手 に 係 る 建 築 物 に 設 け る 昇 降 機 と み な し て 秋 田 県 建 築 基 準 法 関 係 手

数 料 徴 収 条 例 別 表 四 十 九 の 項 に 定 め る 額 を 加 算 し た 額 と す る 。 数 料 徴 収 条 例 別 表 四 十 八 の 項 に 定 め る 額 を 加 算 し た 額 と す る 。

６ 略 ６ 略
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